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今週のことば

新たな日本銀行券の発行

一万円札、五千円札、千円札の肖像や模様

などを刷新し、偽造防止を強化した新紙幣

の発行日を来年７月３日に決定。新紙幣の

発行後も現在の紙幣は引き続き使用可能｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 12／１８(月) 仏滅

 　　１９(火) 大安

 　　２０(水) 赤口

 　　２１(木) 先勝　フィギュアスケート全日本選手権（～２４日）

 　　２２(金) 友引　冬至、ゆず湯

 　　２３(土) 先負　上皇さま９０歳卒寿の誕生日

 　　２４(日) 仏滅　クリスマスイブ

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

12/11(月) 32,792 △484   146.36 ▼2.28

   12(火) 32,844 △ 52   145.43 △0.93

   13(水) 32,926 △ 82   145.81 ▼0.38

   14(木) 32,686 ▼240   142.00 △3.81

   15(金) 32,971 △285   141.96 △0.04

令和６年度税制改正大綱（主な中小関連）

　令和６年度税制改正大綱が公表されました。主な

中小企業関連には以下のような改正があります。

◎中小企業向け賃上げ促進税制の見直し……給与等

支給額が増加した場合の税額控除制度について、①

当期の税額から控除できなかった額は５年間の繰越

しを可能とする（繰越控除をする年度において雇用

者給与等支給額が前年度を超える場合に限り適用）、

②教育訓練費に係る控除率の上乗せ措置は、増加割

合が５％以上、かつ、雇用者給与等支給額の０.０５％

以上の場合に１０％を加算、③厚労省の「くるみん認

定」や「えるぼし認定」に係る上乗せ措置を講じる。

◎事業承継税制における承継計画の提出期限延長…

…法人版事業承継税制（非上場株式等に係る相続

税・贈与税の納税猶予制度）の特例措置を適用する

ための「特例承継計画」について、提出期限を令和

８年３月末まで２年延長する。また、個人版事業承

継税制（事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶

予制度）における「個人事業承継計画」の提出期限

も令和８年３月末まで延長する。

◎交際費課税の見直し……交際費等の範囲から除外

される一定の飲食費に係る金額基準を１人当たり１

万円以下（現行５千円以下）に引上げる。

◎インボイス制度の自販機特例等に係る帳簿記載の

見直し……帳簿のみの保存により仕入税額控除が認

められる自動販売機及び自動サービス機による取引

や使用時に証票が回収される取引（３万円未満に限

る）について、帳簿への住所等の記載を不要とする。

◎その他の企業関連……＊大企業向け賃上げ促進税

制の見直し、＊イノベーションボックス税制の創設、

＊外形標準課税の対象法人の見直し、など。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４８

令和４年分の相続税の課税割合は９.６％

　相続税は、亡くなった被相続人から相続等によ

り取得した財産の課税価格が基礎控除額「３千万

円＋６００万円×法定相続人数」を超える場合に課

税対象となり、相続人は相続の開始を知った日の

翌日から１０ヵ月以内に申告する必要があります。

　国税庁が公表した「令和４年分 相続税の申告事

績」によると、令和４年分における被相続人１５６

万９０５０人（前年比９.０％増）のうち、課税対象

となったのは１５万８５８人（同１２.４％増）となり、

課税割合は９.６％（同０.３ポイント増）でした。

　なお、課税対象となった被相続人１人当たりの

課税価格は１億３７１１万円（同０.９％減）、税額

は１８５５万円（同２.０％増）となっています。

マイナポータル連携の対象拡大

　マイナンバーカードを利用してｅ－Ｔａｘで所

得税の確定申告を行う際、マイナポータル経由で

控除証明書等のデータを一括取得し、該当項目に

自動入力できる「マイナポータル連携」の対象が

拡大し、給与所得の源泉徴収票や国民年金基金掛

金、ｉＤｅＣｏ、小規模企業共済掛金も加わります。

　ただし、給与所得の源泉徴収票は、給与支払者

が税務署にｅ－Ｔａｘ又は認定クラウド等で源泉

徴収票を提出していることが必要です（支払金額

が５００万円超のものなど提出基準があります）。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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令和 6 年度税制改正大綱の概要（主な企業関連） 

◆中小企業向け賃上げ促進税制の見直し 

・中小企業向け賃上げ促進税制について、次の見直しを行い、適用期限を 3 年延長する。 

・税額控除の額について、当期の税額から控除できなかった分を 5 年間にわたって繰り越すことを

可能とする。ただし、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が前年度の雇用者

給与等支給額を超える場合に限り、適用できることとする。 

・教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が 5％以上であり、

かつ、教育訓練費が雇用者給与等支給額の 0.05％以上である場合に控除率に 10％を加算する。 

・当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けた事業年度、又はくるみん認

定若しくはえるぼし認定（2 段階目以上）を受けた事業年度である場合に税額控除率に 5％を加算

する措置を加える。 

※「くるみん」は子育てと仕事の両立支援に取り組む企業を認定する制度、「えるぼし」は女性の

活躍推進に取り組む企業を認定する制度。 

◆事業承継税制における承継計画の提出期限延長 

・法人版事業承継税制（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）の特例措置は 10 年

間（平成 30 年 1 月～令和 9 年 12 月末）の時限措置であり、適用するには令和 6 年 3 月末まで

に「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けることが必要とされているが、コロナの影

響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を令和 8 年 3 月末まで 2 年延長する。 

※特例措置の適用期限（令和 9 年 12 月末まで）については延長しない。 

・あわせて個人版事業承継税制（個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）におけ

る個人事業承継計画の提出期限についても 2 年延長する。 

◆交際費等の損金不算入制度の見直し 

・損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費※に係る金額基準を 1 人当たり 1

万円以下（現行：5,000 円以下）に引上げる。 

・上記の改正は、令和 6 年 4 月 1 日以後に支出する飲食費について適用する。 

※専らその法人の役員や従業員等に対する接待等のために支出するものは除く。 

◆インボイス制度の自動販売機特例等に係る帳簿の記載事項の見直し 

・一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サ

ービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ（3 万円未満のものに限

る）については、帳簿への住所等の記載を不要とする。 

・上記の趣旨を踏まえ、令和 5 年 10 月１日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所

等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。 

◆その他の企業関連 

・大企業向け賃上げ促進税制について、基本の控除率を 10％に引下げるとともに、継続雇用者給

与等支給額の増加割合に応じて控除率に最大 15％を加算するなどの見直しを行うほか、常時使用

従業員数が 2,000 人以下を「中堅企業」と位置付けて、上乗せ措置を緩和した制度を新設する。 

・企業が国内で自ら研究開発を行った特許権又は AI 分野のソフトウェアに係る著作権について、

国内への譲渡所得又は国内外からのライセンス所得に対し所得の 30％を損金算入できる「イノベ

ーションボックス税制」を創設する。 

・外形標準課税の対象法人について、現行基準（資本金 1 億円超）は維持しつつ、前事業年度に対

象であった法人が資本金 1 億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が 10 億円を

超える場合には対象とする。また、資本金と資本剰余金の合計額が 50 億円を超える法人等の

100％子法人等のうち、資本金が 1 億円以下であって、資本金と資本剰余金の合計額が 2 億円を

超えるものを外形標準課税の対象とする。 

・国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となる投資を選定し、対象物資（半導体、電動車、鉄

鋼（グリーンスチール）、基礎化学品（グリーンケミカル）、航空機燃料（SAF））の生産・販売

量に比例して法人税額を控除する「戦略分野国内生産促進税制」を創設する。 

・外国人旅行者向け消費税免税制度により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れにつ

いては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。 

・高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象

に、その課税期間において取得した金地金等の合計額が 200 万円以上である場合を加える。 


